
                              議案第４２号  

 

       令和７年度鹿沼市一般会計補正予算（第１１号）        

 

 令和７年度鹿沼市の一般会計の補正予算（第１１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 235,406 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 46,219,990 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表の１ 繰越明許費補正」による。 

２ 繰越明許費の変更は、「第２表の２ 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和８年３月４日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入 (単位：千円)

15 国庫支出金 8,651,922 29,406 8,681,328

2 国庫補助金 2,551,148 29,406 2,580,554

22 市債 1,203,800 206,000 1,409,800

1 市債 1,203,800 206,000 1,409,800

45,984,584 235,406 46,219,990

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



(単位：千円)

10 教育費 4,417,200 236,719 4,653,919

2 小学校費 789,318 135,327 924,645

3 中学校費 755,352 101,392 856,744

14 予備費 448,522 △ 1,313 447,209

1 予備費 448,522 △ 1,313 447,209

45,984,584 235,406 46,219,990 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　歳　出



第２表の１ 繰越明許費補正 

（単位：千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

１０ 教 育 費 ２ 小 学 校 費 校 舎 等 施 設 整 備 事 業 135,327 

 

 

 

第２表の２ 繰越明許費補正 

                                      （単位：千円） 

款 項 
補 正 前 補 正 後 

事業名 金 額 事業名 金 額 

１０ 教 育 費 ３ 中 学 校 費 
校 舎 等 施 設 

整 備 事 業 
34,547 

校 舎 等 施 設 

整 備 事 業 
135,939 

 

 

 

第３表 地方債補正 
   （単位：千円） 

起債の目的 
補     正     前 補     正     後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

校舎等施設 

整 備 事 業 

 

校舎等施設 

整 備 事 業 

6,200 

 

 

260,400 

証書借

入又は

証券発

行 

 

年 5.0％

以内（た

だし、利

率見直し

方式で借

り入れる

資金につ

いて利率

見直しを

行った後

において

は当該利

率の見直

し後の利

率） 

政府資金

の融資条

件又は銀

行その他

の借入先

との協定

による。 

ただし、

市財政の

都合によ

り、据置

期間及び

償還期限

を 短 縮

し、若し

くは繰上

げ償還又

は低利に

借換えす

ることが

できる。 

126,200 

 

 

346,400 

証書借

入又は

証券発

行 

 

年 5.0％

以内（た

だし、利

率見直し

方式で借

り入れる

資金につ

いて利率

見直しを

行った後

において

は当該利

率の見直

し後の利

率） 

政府資金

の融資条

件又は銀

行その他

の借入先

との協定

による。

ただし、

市財政の

都合によ

り、据置

期間及び

償還期限

を 短 縮

し、若し

くは繰上

げ償還又

は低利に

借換えす

ることが

できる。 

 


